
調布都市計画公園事業第８・ ２・ ３号白井塚公園の

事業計画変更認可について

１．概要

調布都市計画公園事業第８・ ２・ ３号白井塚公園は、平成29 年２月15 日付け東

京都告示第207 号にて事業認可の告示がされました。

本事業は平成29 年２月15 日から令和５年３月31 日までの事業施行期間の予定

でしたが、公園整備を実施するにあたり、埋蔵文化財試掘調査を実施したところ、掘

削影響範囲に埋蔵文化財が確認されたため期間内の事業完了が困難となり、事業施行

期間を５か年延長とする変更認可を申請しました。

令和５年２月３日付け東京都告示第86 号で事業計画の変更が認可され、事業施行

期間は令和10 年３月31 日までに延長になりましたので、期間内での事業完了がで

きるよう引続き進めてまいります。

２．事業内容

調布都市計画公園事業第８・ ２・ ３号白井塚公園

施行者： 狛江市

事業地： 狛江市中和泉三丁目地内

面積： 約0.15ha

種別： 特殊公園

事業施行期間： 平成29 年２月15 日から令和10 年３月31 日まで

第８・２・３号白井塚公園
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